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【公表番号】特表2013-543760(P2013-543760A)
【公表日】平成25年12月9日(2013.12.9)
【年通号数】公開・登録公報2013-066
【出願番号】特願2013-538845(P2013-538845)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｌ  27/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  35/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  35/407    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  38/27     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  35/42     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   1/16     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  11/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/10     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/09     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｌ  27/00    　　　Ｖ
   Ａ６１Ｋ  35/12    　　　　
   Ａ６１Ｋ  35/407   　　　　
   Ａ６１Ｋ  37/36    　　　　
   Ａ６１Ｋ  35/42    　　　　
   Ａ６１Ｐ   1/16    　　　　
   Ａ６１Ｐ  11/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  43/00    １０７　
   Ａ６１Ｐ  43/00    １２１　
   Ｃ１２Ｎ   5/00    １０２　
   Ｃ１２Ｎ  15/00    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成26年10月30日(2014.10.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象における器官の再生を強化するか又は開始させるために該対象の体の領域に投与す
るための、該器官に特異的な内皮細胞又は該器官に特異的な誘導内皮細胞を含む医療材料
。
【請求項２】
　前記器官が肝臓であり、かつ前記細胞が肝類洞内皮細胞（ＬＳＥＣ）又は誘導ＬＳＥＣ
である、肝内移植するための、請求項１に記載の医療材料。
【請求項３】
　ＶＥＧＦ－Ａがさらに対象に投与される、請求項２に記載の医療材料。
【請求項４】



(2) JP 2013-543760 A5 2014.12.18

　ＬＳＥＣ又は誘導ＬＳＥＣが、ＶＥＧＦＲ２+ＶＥ－カドヘリン+ＶＥＧＦＲ３+ＣＤ３
４-第ＶＩＩＩ因子+ＬＳＥＣである、請求項２に記載の医療材料。
【請求項５】
　肝細胞がさらに対象に投与される、請求項２に記載の医療材料。
【請求項６】
　前記器官が肺であり、かつ前記細胞が肺毛細血管内皮細胞（ＰＣＥＣ）又は誘導ＰＣＥ
Ｃである、静脈内又は気管内移植するための、請求項１に記載の医療材料。
【請求項７】
　ＭＭＰ１４、ＶＥＧＦ－Ａ、又はＦＧＦの１つ又はそれ以上がさらに対象に投与される
、請求項６に記載の医療材料。
【請求項８】
　前記ＰＣＥＣ又は誘導ＰＣＥＣがＭＭＰ１４を発現する、請求項６に記載の医療材料。
【請求項９】
　肺の再生をさらに強化するために該対象に投与するための上皮前駆細胞をさらに含む、
請求項６に記載の医療材料。
【請求項１０】
　前記肝細胞を肝類洞内皮細胞と共培養することによって培養中の前記肝細胞を増大させ
る方法。
【請求項１１】
　肺上皮前駆細胞を肺毛細血管内皮細胞と共培養することによって培養中の前記肺上皮前
駆細胞を増大させる方法。
【請求項１２】
　対象における器官の再生を強化するか又は誘導するために該対象に投与するための、Ｖ
ＥＧＦ－Ａ、ＶＥＧＦ－Ｅ、ＦＧＦ－２、ＭＭＰ１４、ＥＧＦ、又は他のＥＧＦ－受容体
リガンドの１つ又はそれ以上を含む医療材料。
【請求項１３】
　再生を必要とする器官が肝臓である、請求項１２に記載の医療材料。
【請求項１４】
　再生を必要とする器官が肺である、請求項１２に記載の医療材料。
【請求項１５】
　器官再生を必要とする対象に投与するための医薬組成物であって、該器官に特異的な単
離された内皮細胞、又は該器官に特異的な単離された誘導内皮細胞を薬学的に許容しうる
担体と組み合わせて含む、上記医薬組成物。
【請求項１６】
　前記内皮細胞又は誘導内皮細胞が自己細胞である、請求項１５に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　器官が肝臓であり、かつ細胞がＶＥＧＦＲ２+ＶＥ－カドヘリン+ＶＥＧＦＲ３+ＣＤ３
４-第ＶＩＩＩ因子+ＬＳＥＣである、請求項１５に記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　ＶＥＧＦ－Ａ、ＶＥＧＦ－Ｅ、ＦＧＦ－２、ＥＧＦ、又はＭＭＰ１４の１つ又はそれ以
上をさらに含む、請求項１５の医薬組成物。
【請求項１９】
　器官が肺であり、かつ細胞がＶＥＧＦＲ２+ＶＥ－カドヘリン+ＣＤ３４+ＣＤ３１+ＦＧ
ＦＲ１+ＰＣＥＣである、請求項１５に記載の医薬組成物。
【請求項２０】
　ＶＥＧＦＲ２+ＶＥ－カドヘリン+ＶＥＧＦＲ３+ＣＤ３４-第ＶＩＩＩ因子+細胞である
細胞を単離することを含む、肝特異的内皮細胞を単離する方法。
【請求項２１】
　ＶＥＧＦＲ２+ＶＥ－カドヘリン+ＣＤ３４+ＣＤ３１+ＦＧＦＲ１+細胞である細胞を単
離することを含む、肺特異的内皮細胞を単離する方法。
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